
加古川市三木鉄道代替バス路線維持確保対策補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、加古川市補助金等交付規則（昭和 61 年規則第 30 号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、予算で定める範囲内で加古

川市三木鉄道代替バス路線維持確保対策補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

 （補助金の種類等） 

第２条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表に掲げるとおりとす

る。 

 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 乗合バス事業者 

   道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 3 条第 1 号イの一般乗合旅

客自動車運送事業を経営する者をいう。  

(2) 平均乗車密度 

当該運行系統の補助対象期間の運送収入  

当該運行系統の平均賃率 × 当該運行系統の補助対象期間の実車走行キロ  

 (3) 補助ブロック 

   地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（平成 23 年 3 月 30

日国総計第 97 号）別表 6 に定める地域ブロックをいう。 

 (4) 地域キロ当たり標準経常費用 

   国土交通省が定める乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定さ

れた、補助金の交付を受けようとする会計年度の前々々会計年度（以下

「基準年度」という。）を含む基準年度を最終年度とする連続した過去

3年間における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗

合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ 1 キロメ



ートル当たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう。  

(5) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用  

   補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行

キロ数で除した 1 キロメートル当たりの経常費用をいう。  

 

 （補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、加古川市三木鉄道代替バス路

線維持確保対策補助金交付申請書（様式第 1 号）に次の書類を添えて、市

長にその指定する期日までに提出しなければならない。 

 (1) 補助対象期間における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和 39 年運

輸省令第 21 号)第 2 条第 2 項の事業報告書 

 (2) 補助対象期間における補助対象系統輸送実績及び平均乗車密度算定

表（様式第 2 号） 

 (3) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定及び額の確定） 

第５条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当

と認めたときは、当該補助金の交付の決定及び額の確定を行い、加古川市

三木鉄道代替バス路線維持確保対策補助金交付決定及び額の確定通知書

（様式第 3 号）により、当該申請者にその旨通知するものとする。  

２ 市長は、補助申請者が暴力団等(暴力団(加古川市における暴力団の排除

の推進に関する条例(平成 24 年条例第 1 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(同条第 2 号に規定する暴力団員をい

う。)並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者をい

う。以下同じ。)であって、補助金を交付することにより暴力団を利する

と認めるときは、補助金の不交付を決定するものとする。 

 

 （補助金の経理等） 

第６条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について、その収支状況

を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなけれ

ばならない。 



２ 前項の帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受

けた日の属する会計年度の終了後 5 年間保存するものとする。 

 

 （補助金の交付の取消し及び返還） 

第７条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

と認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又

は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

 (1) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件、その他この要綱等

に基づく規定に違反したとき。 

 (2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 

（3） 暴力団等であって、暴力団を利すると認められる補助金の交付の決定

又は交付を受けたとき。 

 

 （遅延利息） 

第８条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補

助金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の

日までの日数に応じ、その未納額につき年 10.95 パーセントの割合で計算

した遅延利息を市に納付しなければならない。  

 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

附則 

 （施行期日） 

 １ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 （失効） 

 ２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

 

 

 



 

 

別表（第 2 条関係） 三木鉄道代替バス路線運行補助金 

補

助

金

等

の

種

類  

性質  事業費補助  

目的  

 

三木鉄道廃止に伴う移動手段を維持確保するため民営の乗合バス

事業者に予算の範囲内において補助金を交付し、市民にとって日常生

活に必要不可欠な公共交通を確保することにより、市民の福祉の向上

に寄与する。  

 

補

助

金

等

の

範

囲  

対象となる者  

 

補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件をすべて満たした

民営の乗合バス事業者とする。  

(1) 補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じて  

いる者。  

(2) この要綱に基づき補助金の交付を受け、引き続き 1 年以上補助の 

対象となる系統の運行維持を行う者。  

ただし、運行維持が困難となる場合において、市長に報告し、そ  

の承認を受けたときはこの限りではない。  

 

対象となる経費  

 

【補助対象系統】  

・「厄神駅～恵比須駅」系統  

・「厄神駅～三木営業所」系統  

 

【補助対象期間】  

補助を受ける前年の 10 月 1 日から補助年度の 9 月 30 日まで  

 

【対象となる経費】  

(1) 補助対象経費は、補助対象系統の補助対象経常費用と経常収益の

差額とする。この場合、補助対象経常費用は、乗合バス事業者キロ

当たり経常費用と地域キロ当たり標準経常費用のいずれか少ない

方の額に実車走行キロを乗じた額とする。  

(2) 補助対象系統における本市の補助対象経費は、原則として、当該

系統の本市に係る運行キロ程が当該系統の運行総キロ程に占める

割合に応じた額とする。  

(3) 運行に必要な設備等整備に要した費用があれば、その 2 分の 1 に

相当する額を加算する。  

 

補

助

金

等

の

補

助

率

又

は

額  

補助率  10/10 

補助金の額  

①【対象となる経費】の (1) (2)により求めた本市の補助対象経費に

（3）を合計した後、千円未満切り捨て  

②補助対象経費の額を限度とする  

 


